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2. 自治体及び事業者向け

次ページから、自治体及び事業者の両者に

関わる画面の説明を行います。
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3-1. 経営情報の入力画面の追加

障害福祉サービス等情報公表システム内の事業所詳細情報の編集を行う画面にて、経営情報を報告いただくための入力画面を追加します。

経営情報の記入内容の時点について、特段、指示がない場合は「報告前年度の会計年度末」時点の内容を基本として記入してください。

（例１）会計年度が令和６年４月～令和７年３月の場合 → 令和７年３月末時点の内容

（例２）会計年度が令和６年１月～令和６年12月の場合 → 令和６年12月末時点の内容

---以降、省略----- ※表示データはサンプルであり、実際のデータではありません。

経営情報のタブを追加します。
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3-2. 経営情報の入力画面の追加

障害福祉サービス等情報公表システム内の事業所詳細情報の編集を行う画面にて、経営情報を報告いただくための入力画面を追加します。

---以降、省略----- ※表示データはサンプルであり、実際のデータではありません。

「経営情報」タブで、経営情報を入力します。

「承認者へ申請する」タブで経営情報を含めた

事業所詳細情報を申請します。
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4. 事業所又は施設の名称、所在地その他の基本情報

報告する経営情報における基本情報を入力します。

※表示データはサンプルであり、実際のデータではありません。

<報告対象サービスが共同生活援助の場合>

報告対象サービスが共同生活援助の場合、サービスの

種類について、次の選択肢から1つ選択してください

・共同生活援助（介護サービス包括型）

・共同生活援助（日中サービス支援型）

・共同生活援助（外部サービス利用型）

事業所の決算月について、「１月～12月」

の選択肢から１つ選択してください。

原則として報告年度の４月～翌年３月の

期間を指しますが、法人の決算期がこれと

異なる場合、該当の決算期を記入してくだ

さい。

経営情報の消費税の経理方式について、「税抜入力」「税込入力」を選択してください。なお、各支出

項目において消費税等が別途計上されている場合、原則「税込入力」を選択してください。

当該サービスが属する会計の区分について、

次の選択肢から１つ選択してください。

・社会福祉法人会計

・病院会計

・企業会計、NPO会計、その他の会計
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5-1. 職種別の職員数・職員給与の状況

---以降、省略-----

職種別の職員数・職員給与の状況を入力します。常勤・非常勤ごとの把握状況の選択により、入力箇所が異なります。

当該サービスがどのような会計の区分に属しているかにより、回答の対象範

囲が異なりますので、当該サービス単体の区分で会計処理を行っている

（当該サービス区分の決算書類を作成している）場合は「サービス単位」

を、当該サービスを提供する事業所において行っている、複数の障害福祉

サービス等（障害福祉サービス等事業所以外の事業（介護保険事業

等）を行っている場合も含む）を一つの会計の区分として会計処理を行っ

ている（拠点区分の決算書類を作成している）場合は「事業所単位」を、

複数の障害福祉サービス等事業及び障害福祉サービス等事業以外の事

業（介護保険事業等）を含め、法人全体を一つの会計の区分として会

計処理を行っている（拠点区分やサービス区分の決算書類は作成してい

ない）場合は「法人単位」を選択してください。

なお、法人会計でサービス単位ごとに事業活動計算書（損益計算書）

を作成されている場合は「サービス単位」を選択してください（社会福祉法

人で、拠点区分事業活動計算書内訳表などを作成している場合など）。

また、サービス単位ごとに事業活動計算書が作成されていない場合は、

「事業所単位」又は「法人単位」となりますが、当該サービスの収益（収

入）のみ分かるなど、部分的にサービス単位の収益・費用を把握している

場合でも部分的な細分化はせず、「事業所単位」又は「法人単位」を選

択してください。

加えて、１法人で１サービスのみを実施している場合など、「サービス単位」

＝「法人単位」となる場合は、「サービス単位」を選択してください。
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5-2. 職種別の職員数・職員給与の状況

---以降、省略-----

職種別の職員数・職員給与の状況を入力します。常勤・非常勤ごとの把握状況の選択により、入力箇所が異なります。

常勤・非常勤ごとの管理状況として「把握している」を選択している場合

常勤職員、非常勤職員の職員数・職員給与について、入力します。

常勤・非常勤ごとの把握状況により、回答方法が異なりますので、当該サービスの把握

状況を選択してください。
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5-3. 職種別の職員数・職員給与の状況

---以降、省略-----

職種別の職員数・職員給与の状況を入力します。常勤・非常勤ごとの把握状況の選択により、入力箇所が異なります。

常勤・非常勤ごとの管理状況として「把握している」を選択している場合

常勤以外の従事者（他の施設・事業所にも勤務する

など収入及び時間的拘束の伴う仕事を持っている者、

短時間のパートタイマー等）をいいます。ただし、１週

間の所定労働時間が32時間を下回る場合は32時間

を基本とし、所定労働時間以上勤務している者を「常

勤」、その他を「非常勤」とします。

原則として施設・事業所で定めた勤務時間（所定労働時間）の

全てを勤務する者をいいます。施設・事業所の勤務時間数の全て

を勤務しているパートタイマーは、これに含まれます。
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5-4. 職種別の職員数・職員給与の状況

---以降、省略-----

職種別の職員数・職員給与の状況を入力します。常勤・非常勤ごとの把握状況の選択により、入力箇所が異なります。

常勤・非常勤ごとの管理状況として「把握している」を選択している場合

「給料」には職種ごとに会計年度の初日の属する月に支払われた基本給・手当の合計額（１人あたりの平均額ではなく、

支払総額）を記入してください。その際、当該月に賞与など一時金の支給があった場合、これらは含めないでください。
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5-5. 職種別の職員数・職員給与の状況

---以降、省略-----

職種別の職員数・職員給与の状況を入力します。常勤・非常勤ごとの把握状況の選択により、入力箇所が異なります。

常勤・非常勤ごとの管理状況として「把握している」を選択している場合

「賞与」には職種ごとに会計年度内に支払われた賞与（総額）を記入してください。
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5-6. 職種別の職員数・職員給与の状況

---以降、省略-----

職種別の職員数・職員給与の状況を入力します。常勤・非常勤ごとの把握状況の選択により、入力箇所が異なります。

常勤・非常勤ごとの管理状況として「把握している」を選択している場合

「給料」と「賞与を12か月で割った値」の合計が給与になります。給与は「給料」と「賞与」の入力内容から自動計算され

表示されます。
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5-7. 職種別の職員数・職員給与の状況

---以降、省略-----

職種別の職員数・職員給与の状況を入力します。常勤・非常勤ごとの把握状況の選択により、入力箇所が異なります。

常勤・非常勤ごとの管理状況として「把握していない」を選択している場合

常勤職員及び非常勤職員の職員数・職員給与について、まとめて入力します。
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6-1. 事業所又は施設の収益及び費用の内容

当該サービスがどのような会計の区分に属しているかにより、回答の対象範囲が異なりますので、当該サービス単

体の区分で会計処理を行っている（当該サービス区分の決算書類を作成している）場合は「単独会計」を、当

該サービスを提供する事業所において行っている、複数の障害福祉サービス等（障害福祉サービス等事業所以

外の事業（介護保険事業等）を行っている場合も含む）を一つの会計の区分として会計処理を行っている

（拠点区分の決算書類を作成している）場合は「一体会計（事業所単位）」を、複数の障害福祉サービス

等事業及び障害福祉サービス等事業以外の事業（介護保険事業等）を含め、法人全体を一つの会計の区

分として会計処理を行っている（拠点区分やサービス区分の決算書類は作成していない）場合は「一体会計

（法人単位）」を選択してください。

なお、法人会計でサービス単位ごとに事業活動計算書（損益計算書）を作成されている場合は「単独会計」

を選択してください（社会福祉法人で、拠点区分事業活動計算書内訳表などを作成している場合など）。

また、サービス単位ごとに事業活動計算書が作成されていない場合は、「一体会計」となりますが、当該サービス

の収益（収入）のみ分かるなど、部分的にサービス単位の収益・費用を把握している場合でも部分的な細分

化はせず、「一体会計」を選択してください。

加えて、１法人で１サービスのみを実施している場合など、「単独会計」＝「一体会計」となる場合は、「単独会

計」を選択してください。※表示データはサンプルであり、実際のデータではありません。

会計の区分状況を選択します。

「事業所又は施設の名称、所在地その他の基本情報」の会計期間の入力をもとに自動表示されます。
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6-2. 事業所又は施設の収益及び費用の内容

※表示データはサンプルであり、実際のデータではありません。

会計期間における事業所又は施設の収益及び費用を入力します。

---以降、省略-----

当該サービスの事業活動収益（収入）を記入するほか、「一体会計」の場合は、他の障害福祉

サービス等における給付費や計画作成費の収益（収入）も記入してください。
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6-3. 事業所又は施設の収益及び費用の内容

※表示データはサンプルであり、実際のデータではありません。

会計期間における事業所又は施設の収益及び費用を入力します。

---以降、省略-----

役員報酬、職員俸給、職員諸手当、非常勤職員給与、退職金、退職共済掛金、法定福利費等の人件費支出の金額を記入してください。

なお、就労支援事業・授産事業の工賃・賃金は、これらに含めないでください。

給食委託費、送迎委託費、清掃委託費等の業務委託費支出の金額を記入してください。なお、給食委託費における材料の仕入れ等、

全面的に外部委託をしている場合は、これらに含めないでください。
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6-4. 事業所又は施設の収益及び費用の内容

※表示データはサンプルであり、実際のデータではありません。

会計期間における事業所又は施設の収益及び費用を入力します。

サービス活動外増減による費用、医業外費用、事業費のうちその他経費における支払利息、管理費のうちその他経費における支払利

息等に計上する「支払利息」に該当する額を記入してください。また、設備資金借入金、長期運営資金借入金及び短期運営資金借

入金の利息、並びに支払リース料のうち利息相当額として処理するものも、それらに含めてください。

サービス活動収益及びサービス活動外収益（借入金利息補助金など、病院会計では「医業・介護外収益」、企業会計等で

は「営業外収益」に該当するもの）以外の臨時・特別な収入額（固定資産売却益など、病院会計では「臨時収益」、企業会

計等では「特別利益」に該当するもの）の金額を記入してください。なお、会計区分間の繰入金収益も含みます。

サービス活動費用及びサービス活動外費用（支払利息など、病院会計では「医業・介護外費用」、企業会計等では「営業外

費用」に該当するもの）以外の臨時・特別な支出額（固定資産売却損など、病院会計では「臨時費用」、企業会計等では

「特別損失」に該当するもの）の金額を記入してください。なお、会計区分間の繰入金費用も含みます。
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6-5. 事業所又は施設の収益及び費用の内容

※表示データはサンプルであり、実際のデータではありません。

会計期間における事業所又は施設の収益及び費用を入力します。

「会計の区分状況」において、

「一体会計」を選択し、その会計

に当該サービス以外の障害福祉

サービス事業が含まれる場合は

「あり」を選択してください。

「会計の区分状況」において、「一体会計」を選択し、その会計に障害福祉サービス等事業以外の事業

（医療、介護、その他）が含まれる場合は「あり」を選択してください。
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6-6. 事業所又は施設の収益及び費用の内容

※表示データはサンプルであり、実際のデータではありません。

会計期間における事業所又は施設の収益及び費用を入力します。

就労支援・授産事業による収益（収入）（製造製品の売上、仕入れ商品の売上、受託加工等）がある場合、その金額を記入

してください。なお、就労支援会計基準を用いている場合は、就労支援事業活動の部の就労支援事業収入を記入してください。ま

た、授産施設会計基準を用いている場合は、授産事業活動の部の収入（授産事業収入とその他の事業収入の合計額）を記入

してください。

措置費支弁対象施設における措置費収入（事務費及び事業費の合計）の金額を記入してください。なお、食費、水道光熱費、

医療費、日用品費等、利用者本人から実費相当分として直接支払いを受ける利用料については、これらに含めないでください。
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7-1. 経営情報入力テンプレート

ダウンロードをクリックし、Excelテンプレートをダウンロードして、入力してください。

システムへの直接入力のほか、Excelのテンプレートをアップロードすることで、経営情報の登録ができます。
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7-2. 経営情報入力テンプレート

---以降、省略-----

経営情報の入力を行い、M列にエラーがないことを確認したのち、ファイルを保存し、Web画面上でアップロード

を行ってください。

経営情報の入力内容にエラーがある

場合は、セルが赤くなりエラーを表示し

ます。

経営情報入力エリアの「職種別の職員数・
給与」に入力された内容から、職種1人当
たりの平均給与を表示します。
入力する際の参考としてご利用ください。

システムへの直接入力のほか、Excelのテンプレートをアップロードすることで、経営情報の登録ができます。

エラー例

こちらがM列です。
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7-3. 経営情報入力テンプレート

経営情報入力テンプレート システム画面

---以降、省略-----

Excelによる経営情報入力テンプレートの項目内容はシステム画面の項目内容と同一です。

---以降、省略-----
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7-4. 経営情報入力テンプレート

システムへの直接入力のほか、Excelのテンプレートをアップロードすることで、経営情報の登録ができます。

アップロードをクリックし、ファイル選択ダイアログから、経営情報の入力に使

用したファイルを選択してアップロードしてください。

一時保存をクリックして保存して下さい。
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8. 承認申請

チェックすることで、経営情報を含めないで承認者へ申請できます。

経営情報を含めて承認者へ申請する際に、経営情

報の必須項目に未入力がある場合（警告マーク）

は、承認申請することができません。

マーク 説明

警告
入力必須項目のうち、未入力がある場合、こ
のマークが表示されます。

注意
入力必須項目はすべて入力済みはあるが、そ
れ以外の項目に未入力がある場合、このマー
クが表示されます。

入力済
入力項目すべてについて入力が完了している
場合、このマークが表示されます。

申請する際に、決算前等で経営情報を申請しない場合は、経営情報を含めないで承認者へ申請できます。
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9. 事業者向け

次ページから、事業者に

関わる画面の説明を行います。
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10. 事業者による事業所情報の照会

事業所情報の照会を行う際の検索条件として、経営情報の入力・申請状況を追加します。

経営情報入力状況及び経営情報申請状況

を指定して検索することができます。
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11. 検索結果一覧

検索結果に「経営情報申請状況」を追加しました。 検索結果に「経営情報申請年月日」を追加しました。

「経営情報申請状況」、「経営情報入力状況」、「経営情報申請年月日」がCSV形式で出力

できます。

検索結果に「経営情報入力状況」を追加しました。

※表示データはサンプルであり、実際のデータではありません。

事業所情報の照会検索の結果一覧から、経営情報の入力・申請状況を照会できます。
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12-1. ホーム画面のメッセージ

未申請の事業所の一括申請に、経営情報は含まれません。

経営情報が未申請の事業所がある場合は、事業所毎に申請

を実施してください。

今年度の報告が完了していない事業所がある場合、メッセージが表示されます。
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12-2. ホーム画面のメッセージ

今年度の報告が完了した場合に表示されるメッセージに経営情報は含まれません。

ホーム画面のメッセージに経営情報は含まれません。

「事業所情報の照会・編集を行う」をクリックして、経営情報の報告が完了しているかどうかを確認してくだ

さい。

経営情報申請状況の列に「未申請」が表示される場合は、未申請の経営情

報があります。事業所毎に申請を実施してください。

経営情報申請状況の列の全てに「申請済」表示される場合は、経営情報の

申請は完了しております。
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13. 自治体向け

次ページから、自治体に

関わる画面の説明を行います。
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14. 自治体による事業所情報の照会

事業所情報の照会を行う際の検索条件として、経営情報の入力・申請状況を追加します。

経営情報入力状況及び経営情報申請状況

を指定して検索することができます。
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15. 検索結果一覧

検索結果に「経営情報申請状況」を追加しました。

検索結果に「経営情報申請年月日」を追加しました。

「経営情報申請状況」、「経営情報入力状況」、「経営情報申請年月日」がCSV形式で出力

できます。

検索結果に「経営情報入力状況」を追加しました。

※表示データはサンプルであり、実際のデータではありません。

事業所情報の照会検索の結果一覧から、経営情報の入力・申請状況を照会できます。
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16. お問い合わせ

最後に、お問い合わせ先の説明を行います。
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障害福祉サービス等情報公表システム関係連絡板
以下リンク先の「操作説明書（マニュアル）等」にて、経営情報に関する情報を含めたマニュアル及び記入要領を掲載予定です。

＜自治体さま向け＞
障害福祉サービス等情報公表システム関係連絡板

＜事業者さま向け＞
障害福祉サービス等情報公表システム関係連絡板

○ログインできない、IDがわからない等の場合は、下記リンク先をご覧ください。
障害福祉サービス等情報公表システムよくある質問

○このほか、システム操作に関するお問い合わせについては、ヘルプデスク※（0570-666-081）またはお問い合わせ送信
フォームまでご連絡ください。

＜自治体さま向けお問い合わせフォーム＞
障害福祉サービス等情報公表システムに関するお問い合わせ

＜事業者さま向けお問い合わせフォーム＞
障害福祉サービス等情報公表システムに関するお問い合わせ

17. お問い合わせについて

http://#
http://#
http://#
http://#
http://#

